
西条市福祉部 包括支援課

令和４年度

第１回 西条市地域包括支援センター運営協議会 資料

▶ 日時 令和４年7月21日 (木) 13時30分

▶ 場所 西条市役所 本館５階 502会議室
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１ 西条市地域包括支援センターの概要

（１）地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専
門員等を配置して、３職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のた
めに必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ
とを目的とする施設である。（介護保険法第115条の46第１項）

高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を続けられるよう、介護・福祉・保健・医療な
ど、さまざまな面で支援を行い、総合的な支援を行うものである。

＜主な業務＞

〇 高齢者の様々な相談を受けること

〇 高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用等高齢者の権利を守ること

〇 高齢者の日常生活支援をおこなうこと

〇 認知症の支援をおこなうこと

〇 介護予防サービス提供支援（ケアプラン作成等）をおこなうこと

〇 介護予防事業（体操教室・出前講座等）をおこなうこと
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１ 西条市地域包括支援センターの概要

（２）圏域図（令和4年4月1日現在）

（愛寿会）

（愛寿会）
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２ 令和3年度 事業実施報告

（単位：人）
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保健師 社会福祉士 主任介護支援専門員

介護支援専門員・プランナー 生活支援コーディネーター 事務職等

（１）地域包括支援センター人員体制

※ 令和３年度より市内５圏域のうち３圏域を外部委託したことにより、人員体制の強化を図ることができた。
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２ 令和3年度 事業実施報告

総合事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活を総合的に支援することを目的とした事業
であり、要支援1・2の認定を受けた方や、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた
方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる
「一般介護予防事業」の二つからなる。

訪問型サービス事業 通所型サービス事業
短期集中通所サービス

(スマイルサポート教室)
生活支援サービス事業

（配食）

5,758人 8,252人 289人 522人

① 介護予防・生活支援サービス事業 （単位：人）

（２）介護予防・日常生活支援総合事業
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２ 令和3年度 事業実施報告

ア 要介護認定者における要支援認定状況
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（単位：人）

① 介護予防・生活支援サービス事業（介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業）

（２）介護予防・日常生活支援総合事業

※ 高齢化社会の進展により、本市における要介護認定者についても増加傾向にある。
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２ 令和3年度 事業実施報告

① 介護予防・生活支援サービス事業（介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業）

（２）介護予防・日常生活支援総合事業
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地域包括支援センター（直営・委託） 居宅介護支援事業所（委託）

（単位：件）

※ データは1か月の平均ケアプラン作成人数。
※ H28年度までは予防給付によるケアマネジメントで、H29年度から訪問介護・通所介護利用者

は予防給付から介護予防・日常生活支援総合事業ケアマネジメント事業へ順次移行した。

イ ケアマネジメント実施件数
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ア いきいき百歳体操教室
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（単位：人・箇所）

※ 新規教室は3か月間実施。その後、自主グループへ移行して活動。
※ 普及推進活動により、会場数（新規教室）については順調に増やすことができたが、新型コロナウイルス

感染症対策により、１教室あたりの参加者数については制限を行っている。

２ 令和3年度 事業実施報告

② 一般介護予防事業

（２）介護予防・日常生活支援総合事業
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２ 令和3年度 事業実施報告

イ 脳いきいきチェック
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65～74歳 75歳以上 （単位：人・回）

タブレットを使用し、65歳以上の高齢者を対象に、早期に認知機能をチェックし、自身の認知機能の
状態を把握することにより生活習慣や運動習慣の行動変容につなげ、健康寿命の延伸を図る。

② 一般介護予防事業

（２）介護予防・日常生活支援総合事業

※ 令和3年度については、新型コロナウイルス感染症対策のため、開催回数及び参加者数とも縮小して実施した。
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２ 令和3年度 事業実施報告

② 一般介護予防事業

（２）介護予防・日常生活支援総合事業

ウ 健康教育（出前講座等）
（単位：人・回）
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※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、開催回数及び参加者数とも縮小して実施した。
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２ 令和3年度 事業実施報告

エ 高齢者つどいの場（高齢者カフェ）
（単位：箇所・人）
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※ 地域包括支援センター及び在宅介護支援センターにより、公民館で月1回実施。
体操や脳トレ・手芸等、各会場で工夫を凝らしながら参加者の状況に応じて実施。

② 一般介護予防事業

（２）介護予防・日常生活支援総合事業

※ 令和3年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、参加者数が減少した。
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２ 令和3年度 事業実施報告

① 総合相談事業
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困難事例 所得・家庭生活 認知症 一般的

（単位：件）

（３）包括的支援事業

※ 高齢化社会の進展により、本市においても各種総合相談事案については増加傾向にある。
あわせて、令和３年度には市内３圏域に地域包括支援センターを設置し、より市民に身近なセンターと
なり、総合相談事業にかかる活動の充実を図った。
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２ 令和3年度 事業実施報告

② 権利擁護事業
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相談・通報受理件数 確認調査の結果虐待を受けた又は受けたと判断した事例

（単位：件）ア 虐待の件数および種別

（３）包括的支援事業

※ 虐待にかかる相談・通報受理
件数および調査の結果虐待を受け
たと判断した事例については依然
として横ばい傾向にある。

心理的、身体的、介護・世話の
放置・放任及び経済的虐待が主な
内訳である。
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２ 令和3年度 事業実施報告

ア 地域包括支援センター運営協議会

年月日 内容 出席者数

令和3年7月16日

①西条市地域包括支援センター事業実施状況について
②生活支援体制整備事業について
③西条市地域包括支援センターの体制強化について
④第８期介護保険事業計画における施設整備について
⑤地域密着型サービス事業所について

委員16名
＋事務局

令和3年11月18日
①西条市地域包括支援センター運営委託について
②その他

委員18名
＋事務局

令和4年1月31日
（書面開催）

①西条市地域包括支援センター運営委託について
②生活支援体制整備事業について
③地域密着型サービスの指定等について

委員18名
＋事務局

（３）包括的支援事業

③ 包括的・継続的ケアマネジメント事業
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２ 令和3年度 事業実施報告

（単位：人）
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（３）包括的支援事業

④ 地域ケア会議
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２ 令和3年度 事業実施報告

（３）包括的支援事業 ⑤ 在宅医療・介護連携の推進
医療と介護の両方の支援を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、在宅医療と介護の一体的な提供に向けて関係者の連携に必要な事業を実施。

ア 症例検討会

（３）包括的支援事業

・開催回数：年10回 ・平均参加人数：51.5人
・参加職種：医師・看護師・保健師・薬剤師・MSW・介護支援専門員・行政職員等
・内 容：がん患者の看取りを中心に症例検討会を実施したが、ALS患者や施設入所者の非がん患者についても検
討した。また周知活動として、令和3年6月から9月の間、地域のケーブルTVハートネットワークでCMを流した。

イ 在宅緩和ケア実施件数と在宅看取り率

実施年度 実施件数 死亡率 在宅死亡数 在宅看取り率

平成30年4月－平成31年3月 0 0 0 0.0%

平成31年4月－令和02年3月 15 13 6 46.0%

令和02年4月－令和03年3月 17 16 13 81.3%

令和03年4月－令和04年3月 27 13 11 84.6%

全期間 59 42 30 71.4%

ウ 緩和ケアこころの無料相談室の開設
・令和3年10月より、トライアル事業として開設。
・目 的：重い病気を抱える患者やその家族一人ひとりの身体や心の様々なつらさを和らげ、より豊かな人生を

送ることができるように支えていくことを目的として実施した。
・対象者：西条市に住む緩和ケアの対象者：がん患者・がん以外の長期療養患者・在宅医療を受けている患者・

患者の家族・遺族
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２ 令和3年度 事業実施報告

ウ 認知症サポーター養成講座

「認知症サポーター」とは、認知症のことを正しく理解し、認知症の方やその家族に対して温かい目で見守る
応援者のことである。困っている認知症の方や家族をさりげなく支援する認知症サポーターを養成する。
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（３）包括的支援事業 ⑥ 認知症総合支援事業

※ 令和３年度については、企業等の協力により講座の実施回数を増やすことができた。また、小学生を対象に
講座を実施し、若い世代から認知症への理解を深めることができた。但し、新型コロナウイルス感染症対策のた
め、１回あたりの参加者については引き続き制限している状況にある。
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２ 令和3年度 事業実施報告

（３）包括的支援事業 ⑥ 認知症総合支援事業

エ 徘徊高齢者見守りネットワーク事業「認知症見守りネット」

徘徊の心配のある方の情報を事前に登録することで、行方不明になった場合に家族や警察だけでなく、地域で
協力して行方不明者の早期発見・保護につなげるための取組みである。

※ 登録された方へは、西条市の登録番号が入った反射ステッカーや衣類用アイロンシール配布し、靴や
杖、衣類に貼っておくことで、行方不明時の目印になり、迅速に身元確認・保護につなぐことができた。

37 

71 
95 

110 

143 

183 

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

0

50

100

150

200

全体登録者数

（単位：人）



22

２ 令和3年度 事業実施報告

（３）包括的支援事業

⑦ 生活支援体制整備事業

平成30年度から日常生活圏域ごとに、第2層生活支援コーディネーターを配置して地域の社会資源や地域
の状況を把握し、第1層生活支援コーディネーターが情報を集約して、市内全域でのサービス提供体制の整備
を図っている。

配置場所 担当地区 種別 氏 名

西条市役所本庁包括支援課 全体統括 第1層コーディネーター 長野 佳寿穂

西条市地域包括支援センター
西条北部

玉津・西条・神拝 第2層コーディネーター 菅 友子

西条市地域包括支援センター
西条南部

飯岡・大町・神戸・加茂 〃 久保中 哲次

西条市地域包括支援センター
西条西部 氷見・橘・禎瑞・大保木 〃 守谷 誠一

西条市地域包括支援センター
東予

東予地区全域 〃 武田 由美子

西条市地域包括支援センター
丹原地区全域・小松地区全域

丹原・小松地区全域 〃 長井 美津子

ア 令和3年度 生活支援コーディネーターの配置状況
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２ 令和3年度 事業実施報告

（３）包括的支援事業

イ 作業部会報告について

⑦ 生活支援体制整備事業

（ア）認知症カフェの立ち上げ準備
認知症カフェとは、認知症の人とその家族が気軽に立ち寄れるカフェのこと

であり、地域住民、介護や医療の専門職など誰もが参加できる場所として、お
茶を飲みながら交流を深めることができる場所である。

本市においても認知症カフェの立ち上げを目指し、主として作業部会にて諸
準備を進め、令和４年５月に市内１か所への開設が実現した。

（イ）「西条市社会資源ガイドブック」の改訂
社会資源ガイドブックは、 高齢者の暮らしを支えるさまざまな地域活動や

サービスの情報を集めたものであり、住み慣れた地域で安心して暮らし続け
るための生活をサポートすることを目的としたものである。

作業部会では、令和３年度において本ガイドブックを改定することとし、
主として配食サービス、移動販売サービス、外出支援サービス、訪問理・美
容サービス、体操教室、各種サロン及び認知症の相談窓口等の情報を更新し、
最新版とした。

西条市社会資源ガイドブック
（R4.3改訂版）

オレンジカフェ チラシ
（済生会西条病院特養1階）
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２ 令和3年度 事業実施報告

（４）任意事業

（単位：人）

② 成年後見制度利用支援事業（市長申し立て）
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後見 保佐 補助

認知症や知的障がい、その他の精神上の障がい等があることによって、財産管理や日常生活に支障がある方々の権
利擁護支援のニーズは高まっており、地域社会全体で支えていくことは大きな課題となっている。

本市では、市民の生活に密接する重要な成年後見制度についての取り組みを継続的・体系的に実施していくため、
令和4年3月に西条市成年後見制度利用促進基本計画を策定し、制度のさらなる利用促進に取り組んでいる。
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２ 令和3年度 事業実施報告

（５）事業評価について

① 目的

地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントや包括的支援事業等の実施を通じて、地域住民の健康保持
及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ
とを目的としている。

地域包括支援センターが、その機能を適切に発揮していくためには、業務の状況を定期的に把握・評価し、その
結果に基づいた必要な機能強化を図っていく必要がある。

平成30年度施行の改正介護保険法において、これまで努力義務とされてきた地域包括支援センターの評価が義務
化された。

② 評価方法

ア 評価の手順
（ア）各地域包括支援センターは、評価票に沿って自己評価を行う。
（イ）西条市包括支援課は、各地域包括支援センターに対してヒアリングを行う。
（ウ）西条市は、自己評価及びヒアリングをもとに最終評価を行う。
（エ）評価の結果を「西条市地域包括支援センター運営協議会」に報告する。

イ 評価の対象期間と時期
（ア）評価対象期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日
（イ）自己評価：令和4年6月1日～令和4年6月17日
（ウ）ヒアリング：令和４年6月27日～令和4年7月1日
（エ）西条市地域包括支援センター運営協議会：令和4年7月21日
（オ）各地域包括支援センターへの結果講評：令和4年7月28日～令和4年8月3日
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２ 令和3年度 事業実施報告

（５）事業評価について

③ - ア 事業評価統括票 西条市地域包括支援センター 西条北部
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２ 令和3年度 事業実施報告

（５）事業評価について

③ - イ 事業評価統括票 西条市地域包括支援センター 西条南部
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２ 令和3年度 事業実施報告

（５）事業評価について

③ - ウ 事業評価統括票 西条市地域包括支援センター 東予
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２ 令和3年度 事業実施報告

（６）令和3年度 西条市地域包括支援センター 決算状況

① 地域支援事業
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２ 令和3年度 事業実施報告

（６）令和3年度 西条市地域包括支援センター 決算状況

① 地域支援事業
歳出 1/2
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２ 令和3年度 事業実施報告

（６）令和3年度 西条市地域包括支援センター 決算状況

① 地域支援事業
歳出 2/2
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２ 令和3年度 事業実施報告

（６）令和3年度 西条市地域包括支援センター 決算状況

② 予防給付支援サービス事業 （令和3年度にて終了）
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西条市地域包括支援センター運営協議会

１ 西条市地域包括支援センターの概要

２ 令和3年度 事業実施報告

３ 令和4年度 事業実施計画
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３ 令和4年度 事業実施計画

１．地域包括支援センターの体制強化
今年度より、日常生活圏域5圏域全てにおいて民間事業者に委託し、地域包括支援センターを設置した。より住民に密着したきめ

細かな支援体制が取れるようバックアップするとともに、市・各地域包括支援センターの連携を強化して体制を整える。
・連絡会：年12回 ・困難事例症例検討会：年５回 ・生活支援コーディネーター連絡会：年12回 ほか

２．在宅・介護連携推進体制の構築
必要な医療及び介護を受けながら、住み慣れた地域で安心して自分らしい生活ができるよう、サービス提供体制の構築及び推進を

図る。症例検討会では、非癌患者に関しても症例検討を行うと共に、「こころの相談室」の周知を行い、在宅医療の提供及び相談支
援の充実を図る。また、研修会を開催し、在宅緩和ケアの周知を図り、在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を整え、取り組み
を推進していく。（目標登録数：全事業所の75％）また、アクセス数の増加を図る。

３．成年後見制度利用促進への取り組み
R3年度策定した成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度の周知を図るとともに、適切に必要な支援につなげるた

め、高齢者の権利養護支援に関するネットワークの構築・取組を推進していく。

４．認知症総合支援の推進
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる環境づくりを推進していく。
・脳いきいきチェック：50回／600人 ・認知症サポーター養成講座：40回／800人 ・認知症カフェ：1か所開設

５．生活支援体制整備事業の推進
幅広い領域の参加者からなる協議体を設置し、生活支援サービスの充実に向けて地域の状況を把握、課題解決を行う。
今年度から市内の全5圏域の地域包括支援センターに第2層生活支援コーディネーター、市に第1層生活支援コーディネーターをそ

れぞれ配置。今後も密に連携を図りながら事業を展開していく。
また、今年度は飯岡地区と田野地区をモデル地区とし、公民館との連携を強化。地域課題を解決できるシステム作りを行う。
・高齢者サポーター養成講座：4回×2会場／40人

６．高齢者見守り支援事業の推進
認知症高齢者やその家族が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができるよう認知症の理解を深め「認知症み

まもりねっと」を活用して地域全体で高齢者を支援する体制づくりを推進する。 ・認知症見守りねっと新規登録者数：30人

（１）令和４年度重点目標
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３ 令和4年度 事業実施計画

今年度より、日常生活圏域5圏域全てにおいて民間事業者に委託し、地域包括支援センターを設
置した。より住民に密着したきめ細かな支援体制が取れるよう、バックアップするとともに、市・
各地域包括支援センターの連携を強化していく。

名 称 担当地区 設置場所

西条市地域包括支援センター
西条北部

玉津・西条・神拝
西条市朔日市269-1（済生会西条病
院内）TEL：0897-55-5359

西条市地域包括支援センター
西条南部

飯岡・大町・神戸・加茂
西条市福武甲162-1（西条愛寿会病
院横）
TEL：0897-55-0630

西条市地域包括支援センター
西条西部・小松

氷見・橘・禎瑞・大保木
小松地区全域

西条市小松町新屋敷甲496（小松総
合支所）TEL：0898-52-8221

西条市地域包括支援センター
東予

東予地区全域
西条市三芳1535-1（亀天会内）
TEL：0898-66-5520

西条市地域包括支援センター
丹原

丹原地区全域
西条市丹原町池田1733-1（丹原総合
支所）TEL：0898-35-3427

（２）西条市地域包括支援センターの体制強化について
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３ 令和4年度 事業実施計画

（３）包括的支援事業（生活支援体制整備事業）の体制強化について

今年度より、日常生活圏域5圏域全てにおいて民間事業者による地域包括支援センターを設置したことによ
り、包括支援課に第1層生活支援コーディネーターを1名、各地域包括支援センターに第2層生活支援コーディ
ネーターを1名配置して、体制強化を図り事業の充実を図る。

配置場所 担当地区 種別 氏 名

西条市役所本庁包括支援課 全体統括 第1層コーディネーター 長野 佳寿穂

西条市地域包括支援センター
西条北部

玉津・西条・神拝 第2層コーディネーター 菅 友子

西条市地域包括支援センター
西条南部

飯岡・大町・神戸・加茂 〃 久保中 哲次

西条市地域包括支援センター
西条西部・小松

氷見・橘・禎瑞・大保木
小松地区全域

〃 長井 美津子

西条市地域包括支援センター
東予

東予地区全域 〃 武田 由美子

西条市地域包括支援センター
丹原

丹原地区全域 〃 高橋 結花
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３ 令和4年度 事業実施計画

生活支援コーディネーターと公民館とが連携し、高齢者にかかる地域課題を解消することを目指し、今年度より
飯岡公民館と田野公民館をモデル地区とした取り組みを開始した。市民にとってより身近な公民館を窓口とし、公
民館が持つ地域ネットワークを最大限に活用することで、さらなる地域課題の解消を図る。

（モデル地区に配布するチラシ例）

公民館と包括支援センターとの連携について

（３）包括的支援事業（生活支援体制整備事業）の体制強化について
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３ 令和4年度 事業実施計画

（４）令和４年度 西条市地域包括支援センター 予算状況

① 地域支援事業

※ 予防給付支援サービス事業は令和３年度で終了。
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３ 令和4年度 事業実施計画

（４）令和４年度 西条市地域包括支援センター 予算状況

① 地域支援事業

歳出 1/2



40

３ 令和4年度 事業実施計画

（４）令和４年度 西条市地域包括支援センター 予算状況

① 地域支援事業 歳出 ２/2



補足資料
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２ 令和3年度 事業実施報告

（単位：人）
イ 相談・通報者の内訳（重複あり）
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27 26 25
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

介護事業所 医療機関 近隣住民・知人 民生委員 本人

家族・親族 行政 警察 その他 合計

（３）包括的支援事業 ② 権利擁護事業

※ 虐待にかかる相談・通報受理件数
および調査の結果虐待を受けたと判断
した事例については依然として横ばい
傾向にある。

主な通報元については、警察、行政
及び介護事務所となっており、引き続
き関係機関との連携を図っていく。
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２ 令和3年度 事業実施報告

（単位：人）
ウ 被虐待者の年齢
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

65-69 70-74 75-79 80-84 85-

（３）包括的支援事業 ② 権利擁護事業

※ 虐待の被虐待者と
被疑者の年齢について
は比例傾向にある。
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２ 令和3年度 事業実施報告

⑥ 認知症総合支援事業

ア 認知症初期集中支援チーム

認知症の方（疑いのある方）とその家族を訪問し、認知症に関する情報提供や医療機関の受診、
介護保険サービスなどの利用につなげるための支援を行っている。おおむね6か月間を目安に集
中的に、専門職と専門医からなるチームにより支援を行う。

支援者数 4人

チーム員会議 4回

※チーム員会議を実施しながら、関係機関と連携のもと集中的に支援を行った。
支援方法についての評価等を行う検討委員会は、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、書面にて開催し

た。

イ 認知症地域支援・ケア向上事業

地域支援推進員を配置し、認知症の方やその家族への支援や、医療機関や介護サービス及び地
域の支援機関との連携を図っている。

地域支援推進員 4人

認知症お困りダイヤル 0件

認知症カフェ 1箇所

（３）包括的支援事業
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２ 令和3年度 事業実施報告

（４）任意事業
（単位：人）
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① 介護家族教室（在宅介護支援センター委託）

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、開催回数及び参加者数とも縮小して実施した。
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２ 令和3年度 事業実施報告

（４）任意事業

（単位：人）
③ 成年後見制度利用支援事業（報酬助成）
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３ 令和４年度 事業実施計画

令和4年度 西条市地域包括支援センター事業実施内容（1/2）
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３ 令和４年度 事業実施計画

令和4年度 西条市地域包括支援センター事業実施内容（2/2）


